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小平町職員の給与は、従事する職務と責任に応じ、国や

他の地方公共団体の職員あるいは民間企業の従事者の給与

や生計費、その他の事情を考慮し、町議会の審議を経て条

例により定められています。

また、定員（職員数）も、町の財政規模や事務・事業量

を考慮し、町議会の審議を経て条例で定められています。
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小平町職員給与
のあらまし

（注） １ 「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在に

おける各職種ごとの職員の基本給の平均である。

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われ

る扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務

手当などの諸手当を合計したものである。この

うち、上段はこれら全ての諸手当込みのもので

あり、地方公務員給与実態調査において明らか

にされているものである。また、下段は国家公

務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊

勤務手当等の手当が含まれていないことから、

比較のため国家公務員と同じベースで再計算し

たものである。

人件費とは、特別職、議員、各種委員、一般職員に支給する給料、報酬、各種手当のほか退職手当、共済費などの使用者

負担経費が含まれます。

●職員給与費の状況（普通会計予算）

一人当たり給与費

（Ｂ／Ａ）

給 与 費職 員 数

（Ａ）
区 分

計（Ｂ）期末・勤勉手当職 員 手 当給 料

5，101千円586，600千円151，875千円61，001千円373，724千円115人19年度

（参考）

前年度の人件費率

人 件 費 率

（Ｂ／Ａ）

人 件 費

（Ｂ）
実 質 収 支

歳 出 額

（Ａ）

住民基本台帳

人口（18年度末）
区 分

15．4％17．1％756，852千円58，644千円4，423，510千円4，058人18年度

（注） １ 職員手当には退職手当を含まない。

２ 給与費は当初予算に計上された額である。

●ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） １ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

■ 一般職員の給与

●人件費の状況（普通会計決算）

■ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

●職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成19年４月１日現在）

平均給与月額平均給料月額平均年齢区 分

372，420円
326，200円42．5歳小 平 町

363，840円

383，541円325，724円40．7歳国

368，932円
321，308円42．7歳類似団体

353，187円

①一般行政職


